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令和７年香美市議会定例会１月開会会議会議録 

招集年月日 令和７年１月１４日（火曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 １月１４日火曜日（審議期間第１日） 午前 ９時３０分宣告 

出席の議員 

   １番  有 光 収 三      １１番  山 崎 晃 子 

   ３番  中 平 麻 衣      １２番  笹 岡   優 

   ４番  西 村 剛 治      １３番  濱 田 百合子 

   ５番  西 山   潤       １４番  山 﨑 龍太郎 

   ６番  森 田 雄 介      １５番  利 根 健 二 

   ７番  村 田 珠 美      １６番  山 本 芳 男 

   ８番  小 松   孝      １７番  山 﨑 眞 幹 

   ９番  舟 谷 千 幸      １８番  小 松 紀 夫 

欠席の議員 

   ２番  公 文 直 樹      １０番  比与森 光 俊 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  依 光 晃一郎   建 設 課 長  野 村 文 紀 

  副 市 長  村 上 真 祥   農 林 課 長  川 島   進 

  総 務 課 長  竹 﨑 澄 人   商 工 観 光 課 長  門 脇 正 人 

  企 画 財 政 課 長  黍 原 美貴子   環 境 課 長  依 光 伸 枝 

  定 住 推 進 課 長  小 松 伯 聖   管 財 課 長  三 谷 恵 司 

  防 災 対 策 課 長  中 川 英 斉   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  原   美和子 

  税 務 収 納 課 長  猪 野 高 廣   会計管理者兼会計課長  明 石 清 美 

  高 齢 介 護 課 長  中 山 繁 美  《香北支所》 

  福 祉 事 務 所 長  野 邑 裕 永   支 所 長  石 元 幸 司 

  市 民 保 険 課 長  萩 野 貴 子  《物部支所》 

  健 康 推 進 課 長  宗 石 こずゑ   支 所 長  片 岡   亮 

 【教育委員会部局】 

  教育長職務代理者  宮 地 憲 一   教育振興課学校教育班長  前 田   薫 

  教育次長兼学校給食ｾﾝﾀｰ所長  中 山 泰 仁   生涯学習振興課長  小 松 幸 春 

 【消防部局】 

  消 防 長  野 口 正 一 

 【その他の部局】 

  農業委員会事務局長  和 田 雅 充   上 下 水 道 局 長  西 村 安 史 

職務のため会議に出席した者の職氏名 
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  議 会 事 務 局 長  一 圓 幹 生   議会事務局書記  今 井 沙 織 

  議会事務局書記  横 田 恵 子 

市長提出議案の題目 

 議案第  １号 令和６年度香美市一般会計補正予算（第１０号） 

 議案第  ２号 香美市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第  ３号 香美市体育施設条例及び香美市社会体育施設運営審議会条例の一部を

改正する条例の制定について 

 議案第  ４号 香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第  ５号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 同意第  １号 監査委員の選任について 

議員提出議案の題目 

 な  し 

議事日程 

令和７年香美市議会定例会１月開会会議議事日程 

                        （審議期間第１日目 日程第１号） 

令和７年１月１４日（火） 午前９時３０分開議 

 日程第１ 令和７年香美市議会定例会会期の決定 

 日程第２ １月開会会議の審議期間の決定 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

 日程第４ 諸般の報告 

   １．議長の報告 

   ２．市長の報告 

     （１）専決処分事項の報告について 

        報告第 １号 損害賠償の額の決定及び和解について 

     （２）行政の報告並びに提案理由の説明 

 日程第５ 議案第  １号 令和６年度香美市一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第６ 議案第  ２号 香美市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第７ 議案第  ３号 香美市体育施設条例及び香美市社会体育施設運営審議会条

例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第  ４号 香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並

びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
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介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第９ 議案第  ５号 香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 

 日程第10 同意第  １号 監査委員の選任について 

会議録署名議員 

 ４番、西村剛治君、５番、西山潤君（審議期間第１日目に審議期間を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時３０分 開会 開議） 

○議長（小松紀夫君）   新年明けましておめでとうございます。ただいまの出席議員

は１６人です。定足数に達していますので、これから令和７年香美市議会定例会１月開

会会議を開会します。 

  報告します。２番、公文直樹君、１０番、比与森光俊君は、欠席という連絡がござい

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  議事に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 

  新年を迎え、議員各位、執行部の皆さんには何かと御多忙の折、令和７年定例会開会

会議に御出席をいただき誠にありがとうございます。 

  さて、新たな年、令和７年を迎え、昨年を振り返ってみますと、元日の能登半島地震

が真っ先に頭に浮かんでまいります。まさに、自然は突然牙をむく、地震はいつどこで

発生するのか分からないことを再認識いたしました。南海トラフ地震を控えている本市

としましても、地域防災計画に基づく防災対策の実施は最優先事項と考えるところでご

ざいます。 

  また、去る１０月２７日投開票の衆議院選挙におきましては、与党が少数となる結果

でございました。このことにより、予算や法案が与党だけでは通らないという不安定な

政権運営となり、令和７年度の予算につきましても、今後の審議を注視していかなけれ

ばならないと考えます。 

  さらに、同盟国であります米国では大統領が交代することになり、経済、金融、外交、

安全保障におきまして、予測ができない不透明な先行きと報道もされております。 

  令和７年は不安定で不透明な船出になると危惧するところでございますけれども、一

方で、本市におきましては、やなせたかし先生と暢さんを主人公としたＮＨＫ連続テレ

ビ小説「あんぱん」の放送が始まり、県内外から多くの方々に香美市にお越しいただき、

ドラマを通じ香美市の歴史や文化を全国に発信する千載一遇のチャンスの年になります。

市民、執行部、議会が一丸となって「愛と勇気の物語のまち」を全力で発信するととも

に、観光客の皆様に精いっぱいのおもてなしができればと考えます。 

  さて、本開会会議に市長から提出されております議案は、報告１件、議案５件、同意

１件でございます。議員各位におかれましては慎重審議の上、それぞれの議案に対し適

切な議決を賜りますようにお願いいたします。 

  また、議会の品位を重んじ、円滑な議事運営に格段の御協力を賜りますよう申し上げ

まして、開会に当たり私の御挨拶といたします。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、令和７年香美市議会定例会会期の決定を議題とします。 

  本件につきましては、本日の議会運営委員会で協議をいただいております。協議結果
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につきましては、議会運営委員会委員長、舟谷千幸さんから協議結果報告書が提出され

ておりますので、御覧いただきたいと思います。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から１２月２６日まで

の３４７日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月２６

日までの３４７日間と決定いたしました。 

  日程第２、１月開会会議の審議期間の決定を議題とします。 

  お諮りします。本件につきましては、先ほどの議会運営委員会委員長報告のとおり本

日１日にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、審議期間は本日１日と決定い

たしました。 

【審議期間予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の開会会議の会議録署名議員は、香美市議会会議規則の定めるところにより、４

番、西村剛治君、５番、西山潤君を指名いたします。両名はよろしくお願いします。 

  日程第４、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  まず、市長から、地方自治法第１８０条の規定による専決処分事項について、報告第

１号の報告がありました。 

  次に、監査委員から、例月現金出納検査及び定期監査の結果について報告書が提出さ

れております。 

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりです。 

  日程第４、報告第１号、損害賠償の額の決定及び和解についてから、日程第８、議案

第４号、香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上

５件を一括議題といたします。 

  行政の報告及び議案の提案理由の説明を求めます。市長、依光晃一郎君。 

○市長（依光晃一郎君）   本日、議員の皆様の御出席をいただき、令和７年香美市議

会定例会１月開会会議が開かれますことに厚く御礼申し上げます。 

  今年は春から放送されますＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」を大きなチャンスとし

て、市の施策にも相乗効果を生み出すべく取り組みます。３月２９日には、アンパンマ

ンミュージアムのリニューアルオープンがあり、観光博覧会ものべすとのオープニング

イベントが開催されます。やなせたかし先生のことを、そして、香美市のことを県外の
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方々に知っていただくべく取り組んでまいります。香美市は、今後、「愛と勇気の物語

のまち」というコンセプトを大事にして、市政を運営していきたいと考えております。

「愛と勇気の物語のまち」ということで、香美市民それぞれの人生における物語を、市

として応援していくことを改めてお約束し、市民が勇気を出してチャレンジすることに

関しましては、創業・出店や設備投資支援の事業、提案型市民主役事業補助金などの施

策を充実させ、市としてできる限りのお手伝いをしてまいります。 

  また、やなせ先生は、漫画や絵本だけではなく、作詞や作曲、詩とメルヘンの編集者、

舞台監督など、多くのジャンルにチャレンジされました。このことは、やなせ先生が生

涯を通じて学び続けられたからこそ実現したのだと理解しております。もう一つの香美

市のコンセプトである「探究のまち香美市」は、生涯学び続けられるまちづくりであり、

多くのジャンルにチャレンジしたやなせ先生をお手本にしていきたいと思っております。 

  今年も、議会の皆様の御理解を得て、市民のエネルギーを生かしたまちづくりに取り

組んでまいりますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、本会議に提案します議案について説明いたします。 

  報告第１号は、専決処分事項の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について

です。 

  議案第１号は、令和６年度香美市一般会計補正予算（第１０号）です。 

  議案第２号は、香美市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてです。 

  議案第３号は、香美市体育施設条例及び香美市社会体育施設運営審議会条例の一部を

改正する条例の制定についてです。 

  議案第４号は、香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてで

す。 

  議案の詳細につきましては、お手元の議案細部説明書を御参照いただき、何とぞ御審

議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小松紀夫君）   これで市長の行政報告及び、報告第１号から議案第４号まで

の提案理由の説明を終わります。 

  これから、報告第１号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   報告第１号でお聞きいたします。 

  車両左側面に接触して損傷させたということですけれども、損害額が４３万３,４０

０円になっております。結構損害額が出ているんですけれども、どういった状況になっ

ているのか、お聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   農林課長、川島進君。 
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○農林課長（川島進君）   お答えします。 

  農林課職員が公用車にて現地確認に出かけまして、市道八王子中井筋線を走行中、進

行する側の路肩に駐車してありました軽車両の車両側方を通過する際に、距離感を誤り、

また、速度調整も十分でなかったこともあり、相手車両の側面と公用車の側面とを接触

させてしまいまして、相手方車両の側面でありますドアやバンパーなど、一面に損傷を

させてしまったものでございます。 

  金額のうち修繕が３４万９,８００円、それから、代車を構えたこともありまして、

それが８万３,６００円になっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡優君。 

○１２番（笹岡優君）   公用車の修理はどういう形になるんですか。 

○議長（小松紀夫君）   管財課長、三谷恵司君。 

○管財課長（三谷恵司君）   公用車につきましては、左のフロント及びリアのドアパ

ネル並びに左クォーターパネルを損傷しております。修理にかかった費用としましては

２万２,０００円となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   質疑がないようですので、以上で専決処分事項の報告に対す

る質疑を終わります。 

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、今開会会

議に提案された議案は、香美市議会会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、今開会会議に提案された議案

は、委員会付託を省略することに決定しました。 

  日程第５、議案第１号、令和６年度香美市一般会計補正予算（第１０号）を議題とし

ます。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。企画財政課長、黍原美貴子さん。 

○企画財政課長（黍原美貴子君）   補足説明はございません。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小松紀夫君）   補足説明はありません。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   議案書１０ページでお聞きいたします。 
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  債務負担行為に、林道河口落合線、それから、林道立花南池線の県工事が出ています

が、令和７年度の債務負担になっておりますけれども、この計画としてはどういう状況

なのか、完成はいつ頃になる見込みでやっているのか、お聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、野村文紀君。 

○建設課長（野村文紀君）   お答えいたします。 

  まず、林道河口落合線でございます。令和６年度末での残りの延長でございますが、

こちらが６８０メートルとなっております。両側から２工区の体制で開設工事を今後ず

っと行った場合には、あと８年程度の期間を要する見込みとお聞きしております。順調

にいけば、完成は令和１４年度頃を予定してございます。 

  もう１路線、林道立花南池線でございますが、こちらは令和６年度末での残りの延長

が５８７メートルとなっております。こちらも２工区体制で両側から工事ができた場合

には、あと５年程度とお聞きしておりまして、順調にいきますと完成は令和１１年度頃

ということです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   同じく、議案書１０ページでお伺いします。 

  債務負担行為の下にあります調理配送委託業務、令和６年度から令和１１年度まで、

５年間の債務負担行為があります。５年前は２億４,０００万円ほどであったのが、２

億８,６６６万円と増額になっておりますが、この積算根拠をお伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育次長兼学校給食センター所長、中山泰仁君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（中山泰仁君）   御説明申し上げます。 

  お示ししております委託料につきましては、現在の受託者である日本国民食株式会社

から提示のあった見積金額を基本としております。大別いたしまして、人件費、被服衛

生費、個人衛生費、業務管理費で構成しております。まず、人件費につきましては、現

場責任者、副責任者、アレルギー責任者、調理員、調理パート、調理洗浄パート、配送

員の７職種２２人の給料、手当、福利費等でございます。次に、被服衛生費は、ユニフ

ォーム、作業着の購入費でございます。個人衛生費は、検便手数料、ノロウイルス検査

料、健康診断料等でございます。そして、業務管理費は、教育研究費、連絡交通費等で

人件費の１０％を基本としております。構成比率は、人件費が８４.３８％、被服衛生

費が０.７４％、個人衛生費が６.４４％、業務管理費が８.４４％となっております。 

  債務負担行為の限度額としてお示ししております２億８,６６６万円は、現契約額２

億４,５５７万２,８００円と比較しまして、４,１０８万７,２００円、１６.７３％の

増額となっております。増額を見込む委託料の９７.８３％に当たります４,０１９万

６,４３９円が人件費でございまして、これが委託料増額の要因となっております。 

  以上でございます。 
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○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １７番、山﨑眞幹君。 

○１７番（山﨑眞幹君）   同じく、債務負担行為の連続テレビ小説「あんぱん」展示

物賃借料関連ですけれども、どういうドラマであれこういうことがあるわけですが、パ

ネルであるとかいろんなものの借用先、ＮＨＫ関連の会社かなとは思うのですが、借用

期間、そして、内容、内訳ですね、例書きにある以上のものがあるのか。また、展示場

所は何か所ぐらいでやるつもりなのかをお願いしたいと思います。佐川町の場合も確か

二、三か所に分散して展示があったように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、黍原美貴子さん。 

○企画財政課長（黍原美貴子君）   お答えいたします。 

  借用先ですけれども、連続テレビ小説「あんぱん」関連の展示ですので、著者権者の

関係上、ＮＨＫの関連団体でありますＮＨＫ財団より借用する予定です。借用期間に関

しましては、放送中を予定しております。借用物に関しましては、今のところはっきり

決まっておりませんが、説明にもあるように、番組のパネルや等身大パネルなどを必ず

展示させていただきたいと考えております。展示場所につきましては、オーバーツーリ

ズム対策とか、駐車場のスペースがある場所などを考えないといけないと思っておりま

すので、商工会などに相談しつつ、土佐山田町内での展示ができないかと、今、交渉し

ております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、山﨑眞幹君。 

○１７番（山﨑眞幹君）   検討中ということであれなんですが、まあ、検討していた

だきましょうか、そんなに安くない金額ですし、結構有効に活用していただいて。そも

そも、香美市いんふぉめーしょんも、実は商店街とをつなぐ交流施設として造られてい

ました。香美市いんふぉめーしょんをどう使うかも大切だと思うんですけれども、あそ

こは狭過ぎるので、何とか考えなきゃいけないと思います。引き続きよろしくお願いし

ます。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   議案書１８ページでお聞きいたします。 

  ２の１の６の１８節で、集落活動センター推進事業費補助金２４０万円は、拠点整備

に必要な備品ということですが、まだ拠点も決まっていなかったと思うんですけれども、

どこに置くのかと、備品の内訳をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、小松伯聖君。 

○定住推進課長（小松伯聖君）   お答えいたします。 

  拠点は決まっていないということで、確かに正式にはまだ決定しておりませんが、奥

物部ふるさと物産館を想定しております。拠点で使用される備品等、購入する物品等の



－10－ 

内訳でございますが、事務用品をはじめ、施設全体の管理運営に係る物品、これには一

般的に備品に分類されるもののほか、消耗品として分類されるものも含まれております。

事務用品としては、出退勤のためのタイムレコーダーや金庫、複合機などが含まれてお

ります。施設の管理、全体に係るものとしては、掃除機や掃除道具などを想定しており

ます。その他、お盆やマガジンラック、空気清浄機など、レストランの運営に係る物品

も購入予定としております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、山﨑眞幹君。 

○１７番（山﨑眞幹君）   これはやっぱりすごく分かりづらいところがあって、そも

そも指定管理に出す施設を、運営する団体の事務所と指定管理施設の整備を同じ場所で

やっているということがあって、これは物すごく分かりづらい。そして、集落活動セン

ターの支援制度は、県のホームページで見ると１１６項目のメニューがあるわけですよ

ね。その中で一番上の集落活動センター推進事業費補助金で今やっていると。これは本

当に、この間もずっと皆さんから疑問が出ていたわけですけれども、切り分けをどうす

るかという話になるわけです。これはすごく難しくて、どういうふうになっていくのか

がやっぱりずっと疑問のままですが、その一つ、その疑問というか、じゃあ何を中心に

といったときに、前回の説明会のときの法人成りですよね、集落活動センターの法人成

りを予定しているという説明がありましたので、その現状についてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、小松伯聖君。 

○定住推進課長（小松伯聖君）   お答えいたします。 

  法人化につきましての御質問がございました。集落活動センター奥物部の法人化につ

きましては、現在、法人化に向けて検討を行っている最中であります。選択肢としては、

公益事業を行う団体としまして、一般社団法人及びＮＰＯ法人などが有利と考えられて

おります。これらの情報や関係機関からのアドバイス、また、既に法人化している集落

活動センターの状況を勘案しつつ検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、山﨑眞幹君。 

○１７番（山﨑眞幹君）   ということは、このお金の受け口は、現在、任意団体の推

進協議会という理解でいいのかが１点と、いつまでに法人成りをさせる予定か、お聞き

したいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、小松伯聖君。 

○定住推進課長（小松伯聖君）   お答えします。 

  今年度補助金の受入先は、任意団体であります集落活動センター奥物部になります。

また、次に質問がありました法人化のスケジュールでございますが、現在のところちょ

っと未定でございます。集落活動センターの役員会で話し合いまして、適切な時期に法
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人化を検討しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、山﨑眞幹君。 

○１７番（山﨑眞幹君）   確認ですけれども、この奥物部ふるさと物産館を事務所と

して使うとしたら２階ですか。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、小松伯聖君。 

○定住推進課長（小松伯聖君）   決定というわけではもちろんございませんが、当然、

１階の事務所を想定しておるものと認識しております。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、笹岡優君。 

○１２番（笹岡優君）   奥物部ふるさと物産館の関係等で、自由に使えるというか、

いろいろ物品等を買うのに４００万円ぐらい組んでおったと思うんですよね、それと今

回の２４０万円の備品購入費等を含めて、その辺のすみ分けはどうなっているのかなと

いうのを１点聞きたいことと、もう１点は、地域づくり支援員のめどは立っているんで

しょうか。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、小松伯聖君。 

○定住推進課長（小松伯聖君）   物部支所とかぶる部分もありますけど、代表してお

答えしたいと思います。 

  レストランを行う施設として基本的に必要な備品、冷蔵庫、オーブン、食洗機など、

施設としてレストランを行う機能がありますので、それに必要な備品は物部支所が整備

しております。自らレストランを運営するために必要な物品、配膳のお盆などは、集落

活動センター推進事業費補助金で準備すると認識しております。 

  また、支援員ですけれども、今回の予算をいただきましたら早めに募集の準備したい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １３番、濱田百合子さん。 

○１３番（濱田百合子君）   議案書１９ページで伺います。３の１の１の１９節、議

案細部説明書は１１ページにございます。 

  物価高騰緊急支援給付金についてですけれども、この給付金の給付予定、それまでの

手順について伺います。 

○議長（小松紀夫君）   福祉事務所長、野邑裕永さん。 

○福祉事務所長（野邑裕永君）   お答えします。 

  給付の予定日につきましては現在のところ未定になっておりますが、通常どおり、２

月から３月をめどにシステム改修を完了させまして、改修が終わり次第、対象者に対し

まして確認書の送付をする予定になっております。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、西山潤君。 

○５番（西山潤君）   同じく、議案書１９ページ、３款、民生費、３目、保育園費の

燃料費９万３,０００円増というところで、この増加見込みの詳細を教えてください。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課学校教育班長、前田薫君。 

○教育振興課学校教育班長（前田薫君）   お答えします。 

  今回計上させていただいている燃料費は、保育園の調理、暖房器具で使用するガス、

灯油に係る費用となっております。使用見込額の算出に当たり、本年度の使用実績を昨

年同期と比較したところ、使用量には変わりがないものの、費用が約１５％増しとなっ

ておりました。また、今年の冬も相当な冷え込みが想定され、灯油の使用量が増加する

可能性が高くなっております。こうした点を考慮しまして、使用見込額を算出し、今回

の補正予算を計上させていただいております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １３番、濱田百合子さん。 

○１３番（濱田百合子君）   同じく、議案書１９ページの６の１の２の３節、議案細

部説明書では１５ページになります。 

  ①、②と、それぞれ多面的機能支払交付金事業と新規就農者育成総合対策事業に関す

る業務が書かれていますけれども、この時給計算の辺りをちょっと教えていただきたい

と思います。 

○議長（小松紀夫君）   農林課長、川島進君。 

○農林課長（川島進君）   お答えします。 

  ①と②とでは、それぞれ担当が違いますことから、給料の月額が違いますので時間単

価も変わってくることになります。時間単価の計算についてはちょっと複雑なもので、

ここでお答えすることはできません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡優君。 

○１２番（笹岡優君）   議案書１９ページの６款、１項、３目、１８節、議案細部説

明書は１６ページです。 

  土地改良区ポンプ設備改修事業費補助金の関係なんですが、入替えか、その辺の詳細

をお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   農林課長、川島進君。 

○農林課長（川島進君）   ポンプを動かすモーターの故障が１２月に分かりましたこ

とから、２台のモーターのコイルを巻き替えて修繕するものです。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   議案書２１ページでお伺いいたします。１０款、１項、６目、

７節のスクールカウンセラー謝金のところで、議案細部説明書は１９ページです。 

  議案細部説明書に相談件数が増加してと書かれておるんですけれども、その詳細、背

景をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課学校教育班長、前田薫君。 

○教育振興課学校教育班長（前田薫君）   お答えします。 

  スクールカウンセラーへの相談件数が近年増加している背景については、ＳＮＳの普

及や価値観の多様化など、社会構造の変化などによる子育ての悩みを、以前よりも積極

的に相談する保護者が増加するなどの要因により、相談件数が増加していると思われま

す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、中平麻衣さん。 

○３番（中平麻衣君）   同じところで、スクールソーシャルワーカー派遣の日数、時

間、それから、相談件数の実数、現状と今後の想定をお聞きします。 

  それから、スクールカウンセラー対応による子育て相談室は、現在、既に土曜日の開

設はしているんでしょうか。利用者数の見込みも教えてください。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課学校教育班長、前田薫君。 

○教育振興課学校教育班長（前田薫君）   お答えします。 

  スクールソーシャルワーカー派遣についての実績ですが、令和６年度１２月末までの

実績では、スクールソーシャルワーカーの派遣日数は５２日、派遣総時間は１０８時間、

相談件数は５８件で、相談者数は８人となっております。今回、当初の見込みよりも今

年度については相談件数が増加したため、残りの３か月について、月平均７件、１５時

間の相談件数と派遣時間を想定しております。 

  続きまして、教育支援センターの実施しております事業についてですが、現在、月２

回、土曜日に実施しております。利用者数については５人程度を見込んでおり、１人が

複数回相談されることを想定しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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  これから、議案第１号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第１号は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第６、議案第２号、香美市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。生涯学習振興課長、小松幸春君。 

○生涯学習振興課長（小松幸春君）   補足説明はございません。よろしくお願いいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   補足説明はありません。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第２号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第２号は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第７、議案第３号、香美市体育施設条例及び香美市社会体育施設運営審議会条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。生涯学習振興課長、小松幸春君。 

○生涯学習振興課長（小松幸春君）   補足説明はございません。よろしくお願いいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   補足説明はありません。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡優君。 

○１２番（笹岡優君）   これは、地元から解体についてのいろいろな反対というか、

意見もあったわけですけど、解体も含めての合意形成はできているか。今後、どういう

形のスケジュールになっていくのかをお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、小松幸春君。 

○生涯学習振興課長（小松幸春君）   お答えさせていただきます。 

  解体への御理解をお願いしてきた経緯につきましては、令和５年４月２５日に香北町
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自治会長会において御意見等をお伺いいたしました。その後、令和５年６月１日から令

和５年７月７日の間、パブリックコメントを行い、３件の御意見をいただきました。意

見の内容といたしましては、プール以外での利用ができないか、さらに利用促進策が図

れないかとのことでございましたが、近傍に類似施設があることや、他の施設として利

用する場合には、利用者数の増加が見込まれる施設への変更等でなければ、転用の承認

がＢ＆Ｇ財団から得られないことから、引き続き現施設を活用することは困難であると

判断し、その旨を回答いたしました。また、令和６年４月２３日に香北町自治会長会の

会長様から、香北町自治会長会での議論等の結果、廃止についての同意をいただいたと

ころでございます。その後、Ｂ＆Ｇ財団と協議を進めまして、令和６年１０月２５日付

にて、Ｂ＆Ｇ財団より施設の老朽化等を理由とした廃止の承認を受けました。以上が経

緯の概要でございます。 

  今後のスケジュールにつきましては、朝ドラ「あんぱん」放送の効果等によりアンパ

ンマンミュージアム等への観光客増加を見込んでおり、渋滞の緩和対策として、香北Ｂ

＆Ｇ海洋センター周辺の駐車場を臨時駐車場として利用する予定であることから、朝ド

ラ「あんぱん」放送期間を避けて工事を行いたいため、放送期間中に解体等の設計を完

了させ、令和７年１０月から令和８年２月の間に解体及び駐車場整備を行う計画でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第３号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第３号は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第８、議案第４号、香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並び

に指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。高齢介護課長、中山繁美さん。 

○高齢介護課長（中山繁美君）   補足説明はございません。よろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（小松紀夫君）   補足説明はございません。 

  本案について質疑を行います。質疑ありませんか。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   この改正について、国の省令が改正されたということです

けれども、本市はなぜ今頃改正になったのかということと、本市にはどういった影響が

あるのか、その改正の背景等も含めてお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   高齢介護課長、中山繁美さん。 

○高齢介護課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  令和６年３月に国の省令が一部改正となりまして、地域包括支援センター運営協議会

の定義規定が、第１４０条の６６第１号ロ（２）から同号イに移ったことから、今回の

条例一部改正になっております。改正内容といたしましては、地域包括支援センター運

営協議会の構成メンバーについて、先ほども申しました、第１４０条の６６第１号ロ

（２）からイに移ったことと、そのほか条ずれによる変更等となっております。今年３

月までには改正してほしいということでございましたので、今回の定例会議に議案を出

させていただきました。 

  なお、今回の改正に伴いまして、地域包括支援センターの事業についての影響等はご

ざいません。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第４号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第４号は、原案のとおり

可決されました。 

  暫時休憩します。議長を交代します。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○副議長（山﨑眞幹君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  地方自治法第１１７条の規定により、小松紀夫君の退場を求めます。 

（１８番、小松紀夫君 退場） 
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○副議長（山﨑眞幹君）   日程第９、議案第５号、香美市立やなせたかし記念館の指

定管理者の指定についてを議題とします。 

  議案第５号について、提案理由の説明を求めます。市長、依光晃一郎君。 

○市長（依光晃一郎君）   議案第５号は、香美市立やなせたかし記念館の指定管理者

の指定についてです。御審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○副議長（山﨑眞幹君）   以上で、議案第５号についての提案理由の説明を終わりま

す。 

  次に、執行部から提案理由の補足説明を求めます。生涯学習振興課長、小松幸春君。 

○生涯学習振興課長（小松幸春君）   補足説明はございません。よろしくお願いいた

します。 

○副議長（山﨑眞幹君）   補足説明はありません。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○副議長（山﨑眞幹君）   質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○副議長（山﨑眞幹君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第５号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○副議長（山﨑眞幹君）   全員起立であります。よって、議案第５号は、原案のとお

り可決されました。 

  小松紀夫君の入場を許可します。 

（１８番、小松紀夫君 入場） 

○副議長（山﨑眞幹君）   暫時休憩します。議長を交代いたします。 

（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時１５分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  お諮りします。日程第１０、同意第１号、監査委員の選任については人事案件でござ

います。香美市議会運営申し合わせ事項第６項第２号の規定により質疑、討論を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、同意第１号は、質疑、討論を

省略することに決定しました。 

  地方自治法第１１７条の規定により、山本芳男君の退場を求めます。 
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（１６番、山本芳男君 退場） 

○議長（小松紀夫君）   日程第１０、同意第１号、監査委員の選任についてを議題と

します。 

  同意第１号について、提案理由の説明を求めます。市長、依光晃一郎君。 

○市長（依光晃一郎君）   同意第１号は、監査委員の選任についてです。御審議の上、

適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小松紀夫君）   以上で、同意第１号についての提案理由の説明を終わります。 

  次に、執行部から提案理由の補足説明を求めます。総務課長、竹﨑澄人君。 

○総務課長（竹﨑澄人君）   それでは、同意第１号を説明させていただきます。 

  同意第１号、監査委員の選任について 

  下記の者を香美市監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

  住  所 香美市物部町神池３５９番地 

  氏  名 山本芳男 

  生年月日 昭和２４年１１月２１日 

  令和７年１月１４日提出、香美市長 依光晃一郎 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   補足説明が終わりました。 

  これから、同意第１号を採決します。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、同意第１号は、原案のとおり

同意することに決定しました。 

  山本芳男君の入場を許可します。 

（１６番、山本芳男君 入場） 

○議長（小松紀夫君）   以上で、今開会会議に付された議案は全て終了しました。 

  以上をもちまして、１月開会会議を終了し、令和７年香美市議会定例会を散会いたし

ます。 

（午前１０時１８分 散会）  
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議会運営委員会の協議結果の報告    令和７年香美市議会定例会の会期及び１月開会会議について、議会運営委員会で協議
した結果は次のとおりです。  
１ 定例会の会期について 
（１）会期は、本日から１２月２６日までの３４７日間とします。  
２ 開会会議の審議期間等について 
（１） 審議期間は本日１日とします。なお、会議の都合により審議期間の延長を必要と

する場合は議長に一任します。  
（２） 会議は以下のとおりであり、委員会の付託を省略して、本会議で審議採決します。  
審議期間 月日（曜日） 会        議        等 
第１日 １月１４日 

（火） 本会議 ・令和７年香美市議会定例会の会期の決定  
・１月開会会議の審議期間の決定  
・会議録署名議員の指名  
・諸般の報告  
・議案提案  説明～採決  

３ 全員協議会の開催について    本日、開会会議終了後に開催します。  
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  議案
  第 １ 号

令和６年度香美市一般会計補正予算（第１０号） 原案可決 7. 1.14

  議案
  第 ２ 号

香美市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

原案可決 7. 1.14

  議案
  第 ３ 号

香美市体育施設条例及び香美市社会体育施設運営審議会条例の一
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原案可決 7. 1.14

  議案
  第 ４ 号

香美市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指
定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 7. 1.14

  議案
  第 ５ 号

香美市立やなせたかし記念館の指定管理者の指定について 原案可決 7. 1.14
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監査委員の選任について 原案同意 7. 1.14
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